
平
成
十
二
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
三
号

警
察
教
養
規
則

警
察
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
五
十
一

号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
警
察
教
養

規
則
（
昭
和
二
十
九
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
十
二

号
）
の
全
部
を
改
正
す
る
こ
の
規
則
を
制
定
す
る
。

（
こ
の
規
則
の
趣
旨
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
警
察
教
養
の
基
本
を
定
め
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。

（
目
的
）

第
二
条
　
警
察
教
養
は
、
警
察
職
員
一
人
一
人
が
、
警
察

法
の
精
神
に
の
っ
と
り
、
民
主
警
察
の
本
質
と
警
察
の

責
務
と
を
自
覚
し
、
職
務
に
係
る
倫
理
（
以
下
「
職
務

倫
理
」
と
い
う
。
）
を
保
持
し
、
適
正
に
職
務
を
遂
行

す
る
能
力
を
修
得
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
内
容
）

第
三
条
　
警
察
教
養
は
、
前
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た

め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
職
務
倫
理
を
保
持
さ
せ
る
こ
と
。

二
　
階
級
及
び
職
に
応
じ
て
組
織
の
管
理
者
と
し
て
の

能
力
を
養
う
こ
と
。

三
　
警
察
に
関
す
る
学
術
を
修
得
さ
せ
、
職
務
を
適
正

に
遂
行
す
る
た
め
の
警
察
実
務
に
関
す
る
知
識
、
技

能
、
体
力
、
判
断
力
及
び
行
動
力
を
養
う
こ
と
。

（
方
法
）

第
四
条
　
警
察
教
養
は
、
警
察
大
学
校
、
法
科
学
研
修

所
、
皇
宮
警
察
学
校
、
管
区
警
察
学
校
、
警
視
庁
警
察

学
校
、
道
府
県
警
察
学
校
そ
の
他
の
教
育
訓
練
施
設

（
以
下
「
警
察
学
校
等
」
と
い
う
。
）
及
び
職
場
に
お
い

て
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
警
察
学
校
等
に
お
け
る
警
察
教
養
は
、
警
察
職
員
が

採
用
さ
れ
た
と
き
、
昇
任
す
る
と
き
、
そ
の
他
一
定
期

間
職
場
を
離
れ
て
集
中
的
に
教
養
を
行
う
こ
と
が
必
要

と
認
め
ら
れ
る
と
き
に
行
う
も
の
と
す
る
。

３
　
職
場
に
お
け
る
警
察
教
養
は
、
警
察
職
員
が
職
務
を

遂
行
し
な
が
ら
修
得
す
べ
き
内
容
に
つ
い
て
、
日
常
的

に
行
う
も
の
と
す
る
。

（
実
施
）

第
五
条
　
警
察
庁
長
官
は
、
警
察
を
取
り
巻
く
諸
情
勢
の

変
化
を
踏
ま
え
、
警
察
教
養
の
重
点
を
示
す
も
の
と
す

る
。

２
　
警
察
庁
長
官
、
警
察
庁
の
各
附
属
機
関
及
び
地
方
機

関
の
長
（
当
該
地
方
機
関
が
四
国
警
察
支
局
で
あ
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
中
国
四
国
管
区
警
察
局
長
）
、
警
視

総
監
並
び
に
道
府
県
警
察
本
部
長
は
、
前
項
の
規
定
に

よ
り
示
さ
れ
た
重
点
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
計
画

的
に
警
察
教
養
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
項
に
掲
げ
る
者
は
、
教
養
内
容
に
応
じ
て
、
学
識

経
験
者
そ
の
他
適
当
と
認
め
ら
れ
る
者
に
よ
る
教
養
を

行
う
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
細
目
）

第
六
条
　
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
警
察
教
養

制
度
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
警
察
庁
長
官
が
定
め

る
。

２
　
こ
の
規
則
及
び
前
項
の
規
定
に
基
づ
き
警
察
庁
長
官

が
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
都
道
府
県
警
察
の
職
員
に
対

す
る
警
察
教
養
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
都
道
府
県
公

安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
四
月
一
日
国
家
公
安
委

員
会
規
則
第
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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